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芸.術・文化の公的支援理論における

分権型評価 システムの位置
一 分権型財政システムと文化支援政策の展開(ユ) 一

後 藤 和

1は じ め に

チ

従 来,文 化 政 策 の 国 際比 較 は,芸 術 ・文 化 に対 す る国 レベ ル で の 公 的 支援 の

タイ プ に よ り大 き く3つ の類 型 に分 類 され 比 較 さ れ て きた 。 国 に よ る直 接 支 援

が 中心 の 大 陸 ヨーpッ パ,税 制 に よ る間 接 支 援 が 中 心 の ア メ リカ合 衆 国,そ し

て そ のIII問型 の イギ リス,カ ナ ダ等 の ア ンダ 白サ ク ソ ン系 諸 国,と い う分 類 で

あ る。

しか し,.イ ギ リス の 芸術 評議 会 の解 体 と地 方 へ の分 散 〕に象 徴 され る よ うに
,

文 化 の分 野 にお い て も分 権 化 の動 きが 顕 著 に な っ て きて い る 。1970-80年 代 に

始 ま る分 権 化 の動 きの 背景 に は,経 済 の グ ロ 「バ ル化 と構 造 変 化 ,福 祉 国家 の

限 界 と ポ ス ト福 祉 国家 問題 の 登 場 が あ る21.。こ う した 動 き は,国 の役 割 を相対

的 に小 さ く し,生 活 密 着 型 公 共 サ ー ビス の担 い手 と して,地 方 自治 体 が ク ロ」

ズア ップ され る こ と と な る。分 権 化 は,国 か ら地 方 へ の権 限 の 委 譲 と,政 府 か

ら.市場 や 非 営 利 部 門 へ の資 源 配分 決 定 権 の委 譲 とい う2つ の 局面 を もつ とされ

て い る㌔ こ う した 政 治 ・経 済 ・社 会 シ ス テ ムの 分 権 化 の世 界 的 潮 流 と文 化 政

1)ケ イ ンズの提唱 によ り1946年 に創設 された イギ リスの芸術評議 会は,ア ームスレングスの原 則
を取 り入 れた芸術支援の モデ ルとして世界的影響力 を持 ったが,199331,イ ングラン ド芸術評議
会,ス コ ットラン ド芸術評議会,ウ ェールズ芸術評議 会の3つ の芸術評議会に解体 ・再編された.

2)重 森暁 『地方分権』丸善 ライブラ リー,1996年,61-74ペ ー ジ。

3)x.J.ベ ネ ッ トによるこ.の指摘 は多 くの研 究に引用され てい る。同 上書,57ペ ー ジで もベ ネッ
トを引用 してい る。
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策 に お け る分 権 化 の 動 き は無 関係 で は な い と思 わ れ る。 また,こ う した 流 れ を

考 慮 に入 れ る な ら ば,文 化 政 策 の 国 際 比 較 も,地 域 や 自治 体 とそ こで 暮 らす

人 々 の生 活 を対 象 とす る こ とが 必 要 とな る だ ろ う。

公 共 サ ー ビス に関 わ る財 政 支 出 に 関 して,集 権 的か 分 権 的 か,公 共 重視 か民

間重 視 か とい う4つ の ベ ク トルで 見 る と,1980年 代 の 日本 や イ ギ リスは 集権 的

で 民 間重 視,ス ウ ェー デ ンや ドイ ツ,フ ラ ンス は分 権 的 で 公 共 重 視 とい う結 果

に な る㌔ 文 化 政 策 の 国 際 比 較 にお い て も こ う した視 点 で の 比 較 が 必 要 だ と思

わ れ る。 さ て,公 共 サ ー ビス へ の財 政 支 出 に 関 して 日本 と対 極Q位 置 にあ り,

経 済全 体 と して は.rh場化 の 方 向 に シフ トしつ つ あ る とい わ れ て い る ス ウ ェー デ

ンに お い て,文.化 政 策 の 分 野 で は 分権 化が どの よ う に進 め られ て い るの だ ろ う

か 。1974年 に文 化 政 策 の 中 で 早 く も,分 権 化 を うち だ し,.リ ー ジ ョナ ル シ ア.

ター等 の文 化 拠 点 の 地 方 にお け る 充 実 を行 っ て きた 事 例 につ い て,調 査 を も と

.に検 討 して み た い%

また,文 化 政 策 を 地 域 や 自治体 とそ こで 暮 らす 人 々の 生 活 レベ ルで 比較 す る

場 合,文 化 へ の 公 的 支援 の根 拠 に 関す る理 論 を再 検 討 す る こ とが 必 要 で あ る。

従 来 の公 的 支 援 の 根 拠 論 は,国 を 中心 に地 域 経 済 や コ ミュニ テ ィ等 様 々 な レベ

ルで の公 共 性 の 指 摘 が 混 在 す る もので あ り,地 域 や 自治 体 にお け る文 化政 策 の

検 討 に は必 ず しも適 して い な い 。 そ こで,こ う した 理 論 に検 討 を加 え,地 域 で

暮 らす 人 々の 生 活 レベ ル で の 理論 へ と再 構 成 してみ た い 。

以 上 の よ うに,文 化 政 策 に お け る分 権 化 の もつ 意 味 とそ の 理論 的根 拠 につ い

て検 討 す る こ とが,本 研 究 の 目 的 で あ る。

H芸 術 ・文化への公的支援の理論的根拠に関する議論の概観

芸術や文化という財に関して,何 故,市 場に任せるばかりでなく政府が公的

支援を行う必要があるのか。公的支援の理論的根拠 に関する研究がは.じめられ

4)同 じ くべ ネ7ト に よ る分 類 で あ る。 同 上 書,57-59ペ ー ジひ

5)調 査 は,1996年4月 一5月 にか けて 行 った もの で あ る。

.:
三亜 ■■■
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た の は,.般 的 に は,ボ ウ モ ノヒ ・ポ ウエ ンの1966年 の論 文 以 降 で あ る とされ て

い る 。 そ の た め,こ れ か ら検 討 す べ き課 題 も多 く,ア プ ロー チ の仕 方 も ミクロ

経 済 学 か ら の もの,政 治経 済学 的 ア プ ロ ーチ 等様.々で あ るが,こ こで は,現 代

文 化 経 済 学 に と って代 表 的 な論 点 を提 供 して い る諸 研 究 につ い て比 較 検 討 して

み た いQ

文 化経 済学 会会 長 の ス ロ ス ビ ーは,1994年 の論 文 の 中で,芸 術 ・文 化 へ の公

的支 援 の理 論 的根 拠 と,.現 代 文化 経 済学 の系 譜 と課 題 に つ い て,次 の よ うな整

理 を行 っ てい る%
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(1}ス ロス ビーによる現代文化経済学の概観

何 故.政 府 は芸 術 ・文 化 に対 して 支 援 す る のか,と い う問 い に対 して,パ

ター ナ リズ ムや 選 挙 民 の 意 向,レ ソ トシー キ ング な個 人 や 企 業 の 行動 の結 果 だ

とす る説 明 もあ る。 しか し,一 般 的 に は,ボ ウ モ ル ・ボ ウエ ンに よ って 明 らか

に され た次 の2つ の 論 拠 が 受.け.入れ ら れ て い る。1つ は,資 源 配分 に お け る市

場 の失 敗 で あ り,も う1つ は外 部性 の存 在 の指 摘 で あ る。 芸 術 ・文 化 に は,オ

プ シ ョ ン価 値 や 存在 価 値,遺 産 価 値 等 の外 部 性 が あ るた め ,公 共 財 また は社 会

財 とみ な す こ とが で きる。

マ ス グ レ イヴ は芸 術 ・文 化 を価 値 財 と して扱 ってい るが
.価 値 財 とい うの は

強 い られ た消 費 で も あ り消 費 者 主 権 に 反す る側 面 を持 つ。 ま た,芸 術 や 文 化 は

教 育や 住 宅 の よ う な社 会 的 ・経 済 的必 要 とは違 った面 もあ り,価 値 財 と して 扱

お うとす る 内容 は外 部性 や社 会財 と して も説 明 可 能で あ る。

ス ロ ス ビ ーは また ,芸 術 ・文 化 が 従 来 の厚 生経 済学 の枠 組 み で は 論 じきれ な

い 内 容 を持 つ と して,次 の点 を指摘 す る。

① 芸術 ・文 化 へ の選 好 は経 験 によ って発 達 す るの で,市 場 が よ く機 能す る

た め に は,消 費 者 に情 報や 教 育 を十 分 に提 供 す る こ とが必 要 で あ る。

6〕Th・ 画,D.、"Th・P・ ・d繭Qn・ndC・n・ 皿Pl」 ・・n・ 姉 ・A市 ・AVi。w。fC.1t,、.z[F,。 。。mi,s ,・

ノbμ'照'ガ.Er槻r朋fビ 五 ゴ艶7獄 μ鵬1994.

し.
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② 消 費 者 行 動 は 必ず し も消 費 者 の選 好 と一 致 しな い 。消 費者 の誤 認 や 意 思

の 弱 さ,時 間 に よ る選 好 の変 化 等 に よ り,表 面 に現 れ た行 動 が 隠 れ た 価 値

観 と一 致 しな い こ と もあ る ので,消 費 者 主 権 へ の よ り深 い検 討 が 必 要 で あ

る。

③ 厚 生 経 済 学 で は,個 人 の効 用 しか 問 題 に しな い が,個 人 に還 元 され ない

価 値 や 個 人 の効 用 を超 え る価 値 も あ る。 この 点 につ い て は,哲 学 ・美 学 ・

政 治 学 ・社 会 学等 の理 論 の助 け を借 りて 史 に研 究 す る必 要が あ る。

④ 最 後 に,再 分 配 の 問題 が あ る。 芸 術 や 文 化 へ の補 助 が 低 所 得 層 な ど,必

要 度 の 高 い 人 々 に優 先 的 に届 く方 法 を検 討 す る必 要 が あ る。

以 上 の よ うに,ボ ウモ ル ・ボ ウ エ ンの研 究 を出発 点 と して,こ こ20年 間 に な

され た 公 的 支援 に 関 す る研 究 は,市 場 の失 敗 や 価値 財,再 分 配 に焦 点 を合 わ せ

た もの が 中 心 で あ った。 しか し,今 後 は地 域 経 済 に お け る フ ェス テ ィバ ル効 果

等,生 産 や 消 費 に お け る ス ピル オ ーバ ー効 果 につ い て も研 究 す る必 要 が あ る。

従 来,こ の 領 域 は,政 府 の介 入 を正 当化 す る市 場 の 失敗 の観 点か.らで は な く.

投 資 とそ の 効 果 とい う側 面 か ら議 論 され て きた 。一.一般 的 に は,文 化 は都 市 の再

開 発 や 都 市 経 済発 展 の核 と考 え られ てい る。 しか し,こ れか らは,芸 術,地 域

の 需 要,観 光 支 出,都.市 成長 のパ タ ー ン等 の 相 関 関係 ば か りで な く,そ れ らの

公 共 政 策 との 関 連 が 明 らか に され な けれ ば な ら ない だ ろ う。

また,芸 術 ・文化 の公 共財 と して の便 益 を量 的 に 測 る方法 と してヘ ドニ ッ.ク

法(仮 想 的.市場 法〉 が あ る。 これ は,フ リ ー ラ イ ダー や情 報 の遍 在 を抑 制 した

上 で 個 々 人 の ウ ィ リ ング ネ ス ・ トゥ ・ペ イ(い くら支払 うか の意 思)を 調査 す

る もの で あ る。 この 調査 の結 果,現 在 の国 の 助 成額 を超 え て芸 術 ・文 化 へ 税 を.

支 払 う意 思 が 示 さ れ た こ とが あ るが,こ れ は,政 府 支援.にお け る市 場 の失 敗 を

表 して い る と言 え る 。

更 に,こ の よ うな研 究 の結 果,公 的 支 援 の 根 拠 が 明確 に な った と して も,次

に は,ど れ くらい の 支 出 がふ さわ しい か,直 接 支援 が よい のか,間 接 的支 援 が

よい の か,と い う こ とが 問題 に な る。 また,芸 術 ・文化 政策 は,芸 術 へ の ア ク
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セ スを 含 み,国 や 地 域 の ア イ デ ン テ ィテ ィや 芸 術 的洗 練 ,地 域 の 発 展 等 と関 わ

る 幅広 い もので あ るた め,公 的 支援 の効 率 につ い てめ 量 的 比 較 が 難 しい 。 制 度

的文 脈 を離 れ て 比 較 す べ きで は な い とい う見.解 もあ る。 今 まで,芸 術 や 文 化 は,

.消 費 者 行 動 や 非営 利 組 織 ・贈 与 ・都 市 経 済 ・労 働 市 場 な どの研 究分 野 に おい て,

特 別 な ケー スへ の学 説 の適 用 とい う観 点 か ら.関心 が持 た れ て き た。 しか し,従

来 の経 済学 の適 用 だ けで は,芸 術 や 文 化 へ の公 的 支援 の根 拠 や 公 共 政 策 と して

の あ るべ き姿 を示 す こ とは 困 難 で あ る 。哲 学 ,社 会 学,美 学,歴 史,政 治 学等,

他 分 野 か らの 助 け を借 りな が ら経 済 学 の方 法 を発 展 させ る こ とが 必 要 で あ る 。

以 上 の よ うに,ス ロス ビー の 論文 に お い て も,地 域 にお け る芸 術 ・文 化 と経

済 との 関 係,そ して,そ れ ら と公 共 政 策 との 関 連 が今 後 の 課題 と して あ げ られ

て お り.冒 頭 の私 の 問題 意 識 と も一 致 す る。 しか し,そ れ らに 関す る研 究 は未

開拓 の分 野 で あ り,ど の よ うに ア プ ロー チ す べ きか 巻手 探 りの 段 階 で あ る。 そ

こで,も う少 し公 的支 援 の 根 拠 に関 す る研 究 を整 理 しなが らド 地 域 レベ ルの研.

究 に ふ さ わ しい 論 点 を探 って み た い 。 は.じめ に,現 代 文 化 経 済 学 の 出 発 点 と

な っ た ボ ウ モ ル ・ボ ウエ ンの研 究 を取 り上 げ る。

② ボ ウモル ・ボウエンによる公的支援の根拠

ボ ウ モ ル ・ボ ウ エ ン は,1966年 に 書 い た 「舞 台 芸 術 ・芸 術 と経 済 の ジ レ ン

マ勿 とい う本 の 中 で ,芸 術 ・文 化 へ の公 的支 援 の根 拠 を2つ の 観 点 か ら 明 ら

か に して い る。1つ は,資 源 配分 に お け る市 場 の 失 敗 で あ る。.芸術 ・文化,と

りわ け実 演 芸術 にお い て は,生 産 性 を ヒげ る こ とが 困 難 で あ る 。例 え ば,45分

か か る四 重 奏 曲 を演 奏 す る の に必 要 な延 べ 労 働 時 間 は3時 間 で あ るが ,舞 台 技

術 が 進 歩 したか ら とい っ て,こ れ 以 下 の 労働 時 間 で この 曲 を演 奏 す る こ と は不

可 能で あ る。 つ ま り,実 演 芸 術 に お い て は,生 産 性 の.ヒ昇 が 他 の 産 業 に比 べ て

極 め て僅 か で あ る。 一 方,実 演 芸術 の 費用 は,そ の 多 くの 部 分 が 人 権 費 で 占 め

られ て い る。 他 の 産 業 部 門 で 生産 性 が 上 昇 す れ ば ,そ の 部 門 の賃 金 は上 昇 し,

7)Ba㎝oLW.J.&WilliamG.Bowes ,Pゆ η廟 £A廓=凱 ¢励 脚 加 ゴDf蜘 徽,1996.
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実演芸術にもその影響が及ぶ。費用の大部分を人権費が占めるこの分野では,

賃金が低いにも関わらず,費 用の上昇は物価上昇を上回る勢いとなる。つま り,

他の産業部門が生産性を ヒげれば,.実演芸術は相対的に貧困化することになる。

市場の資源配分に任せておけば,実 演芸術の所得不足はますます拡大するだろ

う。芸術 ・文化における市場の失敗である。

しか し,こ のことからただちに公的支援を論拠づけることはできない。鉄道

が出現 して斜陽化する馬車運送に対 して,た だちに政府支援をすべき論拠はな

にもないのと同様である。2呑 めの論点は,芸 術 ・文化の公共性の指摘である。

彼 らは,芸 術 ・文化が私的財的側面 と公共財的側面を持つ混合財であるとし,

公共財的側面として次の点をあげている㌦

① 舞台芸術が国家に付与する威信

②.文 化活動の広が りが周辺のビジネスに与えるメリット

③.将 来の世代のために(芸 術水準の向上,観 客の理解力の発達)

④ コミュニテ ィにもたらされる教育的貢献(マ ス ・.メディアの訓練の場と

して も)

こめように,芸 術 ・文化には,社 会的便益があるという外部性の存在の指摘が

2呑 めの論点である。公共財的側面を持つ舞台芸術の便益は,チ ケット価格で

回収される売上を上回るため,政 府によって支援される必要がある。

また,ボ ウモルとボウエンは観客調査により,舞 台芸術の観客は高学歴 ・高

所得 ・専門職という属性を持つことを指摘 している。芸術 ・文化が公共性を持

つならば,平 等性や再分配の観点から政府支援を楳拠づけることもできるだろ

.う。

ボウモル ・ボウエンによって提起 されたこれらの論点は,合 衆国における

NEA(全 米芸術基金)の 創設に寄与 し,そ の後の議論に大 きな影響力を持つ

こととなった。

8)lbid,PP.382-386.

.. 』 ■
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(3〕 ジー イムズ ・ヘイル ブランとチ ャールズ ・グ レイによる研究

次 に,ボ ウモ ル ・ボ ウ エ ン の研 究 が,そ の後 の ア.メリカ経 済 学 の 中で どの よ

うに発 展 した のか につ い て検 討 す るた め に,1993年 に 出版 され た ジ ェ イ ムズ ・

ヘ イ ル ブ ラ ン とチ ャー ル ズ ・グ レ イに よる 「芸 術 と文化 の経 済 学

の 前 途

経 済 学 の成 果 に基 づ くもの で あ る 。

ア メ リ カ

明 を取 り上 げ て み た い 。 彼 ら の研 究 は,主 に ミク ロ経 済 学 と公 共

彼らは,芸 術 ・文化への公的支援の根拠 として,市 場の失敗 と平等主義をあ

げる。第1に 市場の失敗に関してであるが,市 場の失敗の原因としては,通 常,

独占,外 部性の存在,公 共財の場合,費 用逓減産業である場合,情 報の不完全

性等が考えられる。これらを芸術 ・文化に適用 してみると,独 占というのは,

芸術 ・文化団体の多くが非営利組織であるため適用で きない。外部性について

は,次 の様な正の外部性をあげることができる。..

① 将来世代への遺贈

② 国のアイデンティティまたは威信

③ 地域経済への便益

④ 自由な教育への貢献

⑤ 芸術への参加による社会進歩

⑥ 芸術的イノベーションを促進することによる便益

この中で③ は,国 による支援の根拠にはならないとしている。何故他の地域

ではなく,こ の地域の地域経済への便益を支援するのか,地 域経済にとって,

補助という方法が適切か どうか検討を要するからである。この点については,

後に触れたい。彼 らによる主要な論点は,①,④,⑤ である。また,こ うした

外部性が存在するならば,芸 術 ・文化も公共財であると見なすことができるが,

純粋公共財のような非排除性は持たないとも指摘する。

しかし,芸 術 ・文化には外部性が存在するという客観的根拠があるのだろう

.g}Hei[brun,」.,ndCharlesM.Grey,71加Eσo"剛 ゴ`∫ofArtandCa伽 ㎎ 渦 〃1〃 置σ記απ 魚 灯舛 ・.

虚'脚,1993.
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出 所:TheEm.,,,夢 且γ`..JCulture,p.211.

か 。 こ う した 疑 問 に対 して は,ス ロ ス ビー と ウ ィザ ー ズ に よ る,オ ー ス トラ リ

アで の次 の 様 な研 究 が 紹 介 され る101。ま ず ,シ ドニ ー在 住 の 人 々 へ の ア ン ケー

ト調査 で,芸 術 や 文 化 の もつ様 々 な外 部 性 につ いて ,か な り高 い 割 合 で 旨定 的

な 回 答 が 寄 せ られ て い る。(表1参 照)次 に,現 在 行 わ れ て い る芸 術 ・文 化 の

水 準 に対 して,税 金 のlllか らい く ら支 払 う意 思 が あ るか を尋 ね た 。 問 い に支 払

義 務 を明 記 した場 合 は,96.7ド ル,.支 払 義 務∫が な い と した 場 合 は,154 .8ド ル

.の支払 意思 が示 され た。 真 の 値 は ,こ の2つ の値 の 問 に あ る と思 わ れ る。 同様

に,中 央値 は,18.2ド ル か ら20.2ド ル の 聞 に あ るが,こ れ は,国 の 一 人 当 た り

文 化支 出 の6ド ル を は るか に 上 回 って い る 。 これ ら の事 実 は,芸 術 ・文化 に外

10)芸 術 ・文 化 の 外 部 性 の 根 拠 と して よ く引 用 され る研 究 で あ る
。.Throsby,C.D.andG.A.

Wi1.h肛s,『Mca3u血gtheDemandfortheArtsasaPublicGoodsニTheoryandEr叩idealAc .

5ults3㎞ 凸o卍g〃 庭`5泡 ρρθア7/ortheAn ,1983,pp.37-52.

』
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部位が存在することを強く示唆する。

次に費用逓減産業の性格が適用できるかどうかが検琳される。例えば美術館

の運営には,利 用人数に関わ りなく必要とされる固定費用の部分 と,人 数が一

人増すごとに必要な限界費用の部分がある。固定費用部分 については,参 加 し

た人数に均等に割 り当てるとすると,人 数が増える程}人 当た り費用は減少す

る,つ まり,費 用逓減的である。こうした産業ではゲ鱒絡が限界費用より高 く,

利用が過少 とならないように,補 助をするのが通例てある。2段 階料金表を採

用 し,限 界費用と価格が等しくなるようにして,一A当 た りの費用 と限界費用

の差は,補 助金や寄付金で補われ る。(図1参 照).つ.まり,収 人の不足分は,

潜在的利用者によって賄われるということである。ヒ.の考え方から言えば,美

術館愛好者の寄付や美術館の年会員の会費で賄 うのが,一 番妥当なように思わ

れるかもしれない。.しかし,国 税は別として,塘 方税の場合は,そ の地域の納
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税者を潜在的利用者と見なせば補助金で賄 うのも理にかなったことである。ま

た,美 術館の持つ外部性の多様さからすると,全 ての不足を潜在的利用者で負

担する方が不.合理であ り,遺 贈価値や教育価値などの外部性の部分には税が使

われるべきである。

市場の失敗に関する最後の検討事項は,情 報の不完全性に関してである。..一

般に,消 費者の持つ情報が不完全である場合,市 場における資源配分は失敗す

る。芸術 ・文化に対する好みは,習 得された好みであり,経 験や学習によって

顕著に増えることが予想される。ここでの情報は,経 験する機会を含む広い概

念 で あ り,情 報 の 不 足 は,消 費者 の潜 在 的効 用 を奪 い,一 人 当 た りの 費用 を高

くす る とい う負 の 効 果 を 持 つ 。 しか し,芸 術 ・文 化 の情 報 不 足 は宣伝 よ り も,

政 府 補 助 で 経 験 の 機 会 を 提 供 す る 方 が 的確 で あ る。

第2の 平 等 の 観 点 か らは,芸 術 ・文 化 の観 客 が,高 所 得 ・.高学 歴 ・.専門 職 の

属 性 を持 つ こ と,地 理 的 格差 が存 在す る こ とが 指 摘 され る。 これ らは,合 衆 国

の 「全 ての 人 々 は,平 等 に 発 達 の 機 会 を もつ べ きで あ る」 とい う理 念 に も反 す

る。 しか し,補 助 に よ りチ ケ ッ ト価格 を 下 げ て も,そ こ に参 加 す る人 々が 相 変

わ らず 高 所 得 ・高 学 歴 ・専 門 職 の 人 々 な ら不平 等 は拡 大 す るば か りで あ る。現

実 的 に もぞ う した 傾 向 にあ る こ とを指 摘 す る研 究 もあ り,そ の反 対 を主 張 す る

研 究 もあ るが,こ う した 違 い は仮 定 の お き方 が違 うた め に生 じる もの で あ る。

公 共 セ ク ター に おい て は,資 源 配 分 と再分 配 は 別 々 に扱 わ れ るべ きだ とす るマ

ス グ レイ ヴの主 張 が 紹 介 され るが,結 論 は 明確 で は な い。

ま た,彼 らは,地 域 にお け る.芸術 ・文化 の役 割 につ い て は,別 の章 を設 けて

論 及 して い る。 まず,芸 術 ・文 化 の 地 域格 差 は,都 市 規 模 の格 差 よ り大 きい こ

とを指 摘 してい る。 合 衆 国 の 芸術 家 の4幅 は,10大 都 市 に集 中 してい るが,そ

れ らの 都市 の 人 口 は全 体 の21.7%に す ぎな い 。 劇 場 の 数 で み て も,1⑪ 大 都 市 が

40%を 占 め る。 ・方,50都 市 の 中 の1番 小 さ い 都 市 規 模 の グ ル ー プ に は,

3.4%の 人 口 が い る に もか か わ らず,芸 術 家 は2.8%し か い な い 。 舞 台 芸術 の 中

心 地で あ る ニ ュー ヨー ク と,映 画 の 中 心 地 で あ る ロ サ ンゼ ル スだ けで,.芸 術 家

..
..』
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の27%,劇 場 の21%を 独 占 して い る 。 こ う した地 域 格 差 は ,集 積 の メ リ ッ ト,

つ ま り,大 都 市 に は 芸 術創 造 の た め の技 術 や 人 が 集 積 して い る こ とか ら くる メ

リ ッ トに よ る もの で あ る。 ま た,芸 術 家 を志 す 人 々に と って は,大 都 市 の方 が

教 育 や 仕 事 の 機会 が多 い と い う こ と もあ る。 次 に,芸 術 の持 つ 経 済 効 果 につ い

て で あ る が,こ れ につ い て も,都 市 規模 が大 き くな る ほ ど芸 術 と経 済 の連 関が

大 きい こ とが 指 摘 され てい る。 ニ ュー ヨー ク を含 むエ リアで は,一 人 当 た りの

芸 術 へ の直 接 的 支 出 が 小 さ な 都市 の18倍 で あ る。 これ は,ニ ュー ヨー クに は商

業 的 な芸 術 施 設 が 多 い こ とや単 価 が 高 い こ と も影 響 して い る。非 営 利 組 織 の芸

備 施 設 で 比 べ る と,そ の差 は5倍 弱 で あ り,観 客 数 で比 べ る と4倍 で あ る、 ま

た,.芸 術 目的 の観 光 客 が 滞 在 中 に どれ だ.けお金 を使 うか が,芸 術 が 経 済 に及'ぼ

す 波 及効 果 の大 きさ を決 め る ポ イ ン トとな って い る。 しか し,こ う した デ ー タ

は誤 用 さ れ る こ と も多 い こ とが指 摘 され て い る。 文 化 施 設 が 年 に1億2千 万 ド

ル の波 及 効 果 が あ るか ら とい って,そ れ を撤 退 した ら1億2千 万 ドル の損 害 に

な る とは限 ら ない 。 人 々 は他 の用 途 に お金 を使 うか も しれ な い か らで あ る。 つ

ま り,州 や 自治体 や 地 域 の企 業 が 芸 術 ・文 化 を 支 え るた め の根 拠 と して芸 術 の

経 済 的効 果 を取 り ヒげ る の は 間違 い で あ る,そ れ は,ニ ュー ヨー ク の よ う な大

都 市 以 外 で は それ ほ ど大 きな もの で は な い 。 む しろ,コ ミュ ニ テ ィを構 成 す る

人 々が よ りょ く生 きるた め に,な くて は な らな い要 素 と して 芸術 ・文 化 を 支援

す べ きだ とす る経 済学 者 の 方 が 多 い とい う。 自治 体 や 地 域 企 業 は,コ ミュ ニ

テ ィに活 気 を 与え,地 域 環 境 を 良 くす るた め に芸術 ・文 化 が重 要 な役 割 を持 つ

こ とに 気 づ くべ きだ と結 論 を 述 べ て い る。 つ ま り,芸 術 ・文 化 の 持 つ ア メニ

テ ィと して の価 値,コ ミュ ニ テ ィ に と って の価 値 が 強調 され た結 論 と な って い

る。

以Lが ヘイルブランとグレイにタる公 的支援に関する理論の概観である。整

理すれば,以 下のようになる。.

① 芸術 ・文化は正の外部性を持つこと。

② 美術館等は費用逓減産業の特性を適用できること。

臣.
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③ 芸 術 ・文 化 へ の好 み は習 得 され る もの で あ り,情 報 と経 験 の不 足 が 市 場

の 失 敗 を もた らす こ と。

④ 芸術 ・文化 の 享受 に は所 得 に よ る格差 と地理 的格 差 が 存 在 す るた め.平

.等...L義や再 分 配 の観 点 か ら も政 府 補 助 が 必 要 とさ れ る こ と。

⑤ 地 域 レベ ルで は,芸 術 ・文 化 の ア メ ニテ ィと して の価 値 が 公 的支 援 の 根

拠 と され るべ き こ と。

彼 らの 理 論 に つ い て,3つ の こ とを指 摘 して お きた い。1つ め は,外 部 性 に

つ い て は,ウ ィ リ ン グネ.ス ・ トゥ ・ペ イ に よ る測定 に よ って推 定 す る とい う方

法 が 取 られ て お り,必 ず し も内在 的 な説 明 で は な い こ とで あ る。2つ め は,費

用 逓 減 産 業 にお ける 固定 費用 部 分 の税 に よ る充 当 や,資 源 配 分 と再 分 配 を ど う

扱 うか とい った論 点 の系 譜 は,.ヴ ィク セ ルの 財 政学 に まで 遡 る こ とが で きる こ

とで あ る掛。3つ め は,彼 らは,国 に よ る 支 援 の根 拠 と地 方 に お け る場 合 を区

別 して 扱 って い る部 分 が あ る ことで あ る。例 え ば,地 域 経 済 に もた らす 便 益 と

い う外 部性 や,美 術 館 の収 入 不 足 を潜在 的利 用者 で あ る住 民 の税 に よ って 賄 う

とい う論 点 は,地 方 に のみ 適 用 で きる とい う指摘 で あ る。 ま た,地 域 レベ ル に

お い て は,芸 術 ・文 化 の経 済 的波 及効 果 よ りも,コ ミュニ テ ィを活 気 づ け魅 力

あ る もの にす る アメ ニ テ ィ と して の価値 に注 目す べ きだ と して い る点 で あ る。.

これ は,従 来 の 公 的 支 援 の 根 拠 論 が 国 を 中心 に,地 域 経 済 や コ ミュ ニ テ ィ等

様 々な レベ ルの もの を混 在 させ て い る,と い う私 の 問題 意 識 に重 要 な手 が か り

を.与えて くれ る論 点 で あ る。

㈲ フレイとポ メレーネによる公的支援の根拠論

次 に1989年 に,フ レイ とポ メ レー ネ に よ って書 か れ た 「芸 術 と市 場一 芸 術 経

11)Wick副1,K.,呂 ηαη店'肋 π画 ∫f加iノ ηf㎜ 酌π㎎ 朋 畑 ゐ∫`D切 π配 如η9起 η4Krl融 融3融 σ.

脚匹εη∫&ゐ ㎜ 面 革1896.〔 池 田浩 太 郎 ・杉 ノ原 保 夫 ・池 田浩 史 共訳 「財政 理 論研 究5千 倉 書 房,

1995年,116-241ペ ー・ジ)¢

..
、.』i
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済 学 の 探 求1列 に つ い て検 討 す る 。 この 本.は,政 治経 済 学 的 ア プ ロー チ に よ っ

て,芸 術 ・文 化 団体 にお け る官僚 性 と非 効 率 の制 度 的 条 件 を明 らか に し,文 化

政 策 の決 定 に関 す る消 費者 主 権 の可 能 性 を追 求 した もの で あ る 。 マ ス グ レイ ヴ

が,芸 術 ・文 化 を価 値 財 と して扱 った こ とは 前 述 の 通 りだ が
,フ レイ とポ メ

レー ネは,そ う したエ リー トに よ る政 策 決 定 が 潜在 的消 費者 の選 好 を無 視 し
,

非効 率 に 陥 る危 険 を強 調 す る。

芸 術 ・文 化 へ の 公 的 支 援 の根 拠 と して は,正 の外 部 性 が 指摘 され る。彼 らは,

芸 術 ・文 化 の 持 つ 正 の 外部 性 と して次 の点 を指 摘 す る。

① オ プ シ ョン価 値 一 令 す ぐ消 費 しない が,.芸 術 の供 給 に よ って受 け るか も

しれ な い 便益

.② 存 在 価 値 一 歴 史的 建 造 物 の よ うな,一 度壊 して しま えば 商 業 ベ ー ス で は

復 元 不 可 能 な もの が持 つ 便 益

③ 遺 産 価 値一 次 世代 の 人 々 は,自 分 達 の 選 好 を現 時 点で 表 示 す る こ とが セ

きな い の で,引 き継 ぐ努 力 を怠 る と断 絶 して しま う便 益

④ 威 光価 値 一 国民 と しての 誇 りを感 じさせ,文 化 的 ア イ デ ンテ ィテ ィの 維

持 に貢 献 す る

⑤ 教 育 的 価 値一 社 会 の創 造性 や 文 化 的 評 価 能 力 を高 め て,そ の結 果,社 会

の構 成 員 が 受 け る便 益

これ らの便 益 は,個 人 に還 元 し きれ な い た め ,市 場 に 内部 化 す る こ とが 難 しい 。.

こ こ まで は か ボ ウモ ル ・ボ ウエ ンや ヘ イル ブ ラ ン等 に よ る研 究 と同 じで あ るが
,

彼 らは.外 部 性 が どの よ う に政 策 に 反 映 さ れ る のか とい う点 につ い て,更 に踏

み 込 んだ 検 討 を行 って い る。

1967年 に,ス.イ ス の バ ー ゼ ル市(州)で ピ カ ソの絵 画 を購 入す るか ど うか を.

め ぐって,住 民投 票 が行 われ た。 バ ー ゼ ル美術 館 は,町 の貴 族 の ・家 か らい く

つ か の絵 を借 りて い たが ,そ の一 家 が4つ の緯 を手 放 す こ と にな り,ピ カ ソの

12)Frey,B.S、andWemヒrW.Pomme爬hne,Ma,,,and蜘 「舵顔,Er飾rα 置'o躍5加 硫8E`,,御 伽 ぐ∫

げtheArt∫,1989.
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2つ の 絵 画 を840万 ス イ ス フ ラ ンで購 入 しな い か とい う申 し出 を受 け た ので あ

る。 バ ー ゼ ル 政府 と議 会 は,600万 ス イ.スフ ラ ンの 支 出 を 決 め,残 りの240万 ス

イス フ ラ ンを個 人 と企 業 か ら資 金 調 達 す る こ とを提 案 した。 文 化 的 案 件 に関 す

る支 払 い 義務 を 明記 した住 民 投 票 は,こ の 時 が初 め て で あ った 。 住 民投 票 は,

コ ミュニ テ ィに と って の絵 画 の 価 値 や,ピ カ ソの よ うな近 代 絵 画 の 価 値 につ い

て の議 論 や 学 習 の 後 で 行 われ た 。投 票結 果 は,識 者 の心 配 に反 して53.9%の 賛

成 で 可決 され た。 ピ カ ソ は この 住民 投 票 の結 果 に感 激.して 更 に2つ の絵 をバ ー

ゼ ル美 術 館 に寄 贈 した 。 この投 票結 果が,住 民 の どの よ う な選 好 を反 映 した も

のか を調 べ るた め に バ ー ゼ ル市(州)を21地 区 に分 けて分 析 した。 まず,投 票

結 果 に つ い て,所 得 が 高 い ほ ど賛 成 が 多 い,美 術 館 へ の ア クセ ス費 用(交 通

費)が 少 な い ほ ど賛 成 が 多 い,絵 画 購 入 に よ って予 想 され る税 額 の.ヒ昇 が 大 き

い ほ ど賛 成 が 少 な い,と い う仮 説 を立 て る。 この仮 説 は,.人 々が 絵 画 を純 粋 の

私 的 財 と して扱 う とい う仮 定 の も とに立 て た もので あ る。 とこ ろが,21地 区 の

賛 成 票 の ば らつ きは,所 得,ア ク セ ス費用,予 想 さ れ る税 の上 昇 に よ って は,

半 分 しか 説 明 で きな い こ とが 判 った 。 そ こで,投 票 結 果 に は,私 的 財 と して の

評価 の他 に,外 部 性 や 非 金 銭 的 コ.ス トが 反 映 して い る と考 え た。 外 部 性 と して

は,遺 産価 値,威 光 価 値,存 在価 値 を取 り上 げ,遺 産 価 値 はそ の 地 区 の0才 ～

15才 人 口 で,威 光 価 値 は バ ーゼ ル生 まれ の選 挙 人 口で,存 在 価 値 は2つ の リー

ジ ョナ ル シ ア ター の シ ー ズ ン券 を持 って い る選 挙 人 口で 捉 え られ る と仮 定 した 。

非 金 銭 的 コス トと して 曝,学 摩 と,選 好 の 強 さ を 表 現 す る要 素 と して美 術 館 の

会 員 で あ る選挙 人 口が 加 味 され た 。 こ う した 要 素 を 加 味 して立 て られ た21地 区

の投 票 結 果 予想 と実 際 の投 票 結 果 は よ く一 致 して い る 。 純粋 な私 的財 と して 評

価 してい る とい う仮 定 の もとで は,賛 成 は46.2%,外 部 性 や 非 金 銭 的 評 価 を加.

味 した 場 合 は52.9%,実 際 の 投 票 結 果 は53.9%で あ る 。

同様 に,1973年 にバ ー ゼ ル市(州)で 行 わ れ た,公 立 劇場 へ の補 助 を1000万.

ス イ ス フ ラ ンか ら1300万 ス イ ス フラ ンに引 き上 げ る とい う提 案 に 関す る住 民 投

票 結 果 につ い て も検 討 され て い る、 は じめ の住 民投 票 で は,57%が 反 対 で あ っ

,遭
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た。そこで,9ヶ 月後に行われる住民投票で賛成を獲得するために,私 的財 と

しての評価の他に外部性や非金銭的価値を加味 して,1200万 フランの引き上げ

ならば,60%の 賛成が得られることを予想 したが,実 際の投票結果は59,9%の

賛成であった。スイスでは,様 々な政策決定に際 して住民投票が行われている

が,文 化的案件 に関する住民投票によって賛成の意思決定が行われる割合は

年々上昇 してきている。こうした変化は,文 化支出にも反映 し,州 に比べて市

レベルの文化支出の増加が著しい。この様な結果を踏まえて,彼 らは,文 化政

策に関して,国 の政府機関が補助の配分を直接決めるフランス型,芸 術評議会

が配分するイギリス ・カナダ型,地 方自治体が決定するドイツ語圏型に加えて,

もう1つ の可能性として住民投票による政策決定の可能性を示唆する。

更に,資 源配分と分配の効率性という観点か ら,文 化政策を市場がうまく機

能するためのルールとして位置づけることがで きることを指摘する。著作権は

芸術 ・文化分野における実験的試みを促進するルールである。条例は最初はう

まく機能するが,後 には障害になることもある。官房的予算や役所的時間制約

がその例である。芸術 ・文化への直接補助は,官 僚性や非効率,新 規参入が困

難といった弊害を招きやすい。また,直 接補助をうける芸術団体の意思決定が

閉ざされた共同的意思決定である場合には,潜 在的消費者のニーズを無視 し,

非効率に陥る危険性を指摘す る。直接補助の代替案 としては,マ7チ ング補

助13,があるが,こ れ も新規参入が困難で寄付が多 く集まる大都市の方が有利で

あるという欠点がある。結局彼 らは,最 も望ましい方法 として,ク ーポン券を

提案する。.クーポン券は,利 用価格を下げることによって潜在的利用者の参加

を増やし,ク ーポンを多数獲得した芸術団体へ補助する方式により,資 源配分

の効率性 も達成できるという論理である。

以上が彼 らの主張の概要であるが,文 化政策の決定に関する消費者主権の可

能性を示唆し,住 民投票に,私 的財としての評価だけでなく,外 部性や非金銭

13}合 衆国において ・般 的に行われている補助方式 で,非 営利 組織 の努力で民間寄付を集め ると,

それ と同額の補助金 を政府か らもらえる仕組みで ある。
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的 費.用が 反 映 され る こ とを実 証 的 に示 した こ とは,高 く評 価 され るべ き点 だ と

思 わ れ る。 しか し,そ う した 私 的 財 を超 え る評価 の ロ∫能性 を.一方 で 指 摘 しなが

ら,ク ー ポ ン とい う,あ る意 味 で 市 場 の 論 理 に 沿 っ た政 策 を提 案 して い る点 は

疑 問で あ る。 体 験 や 情 報 とい う非 金銭 的 費用 の壁 が ク ー ポ ン券 に よ って取 り除

か れ る と も思 わ れ な い。 つ ま り,ク ー ポ ン券 に よ って解 決 され る の は,私 的財

と して評 価 され る部 分 の 不 平 等 で あ るが,公 的支 援 や 補 助 の 対 象 は外 部 性 や 非

金銭 的費 用 の部 分 を も含 む訳 で,補 助 の 問題 を クー ポ ン券 に解 消 して しま うの

は,誤 りで は ない だ ろ うか 。 地域 の生 活 レベ ルか ら公 的 支援 の根 拠 を再 構 成 し

てみ た い とい う私 の 問題 意 識 か らす る と,先 の住 民 投 票 結 果 へ の分 析 の方 が,

興 味 深 い 論 点 で あ る 。

m芸 術 ・文化への公的支援の理論的根拠の検討

前章 で は,ボ ウモ ル ・ボ ウエ ン に始 ま り,現 代 経 済 学 の 中で の,芸 術 ・文化

に対 す る公 的支援 の 理 論 的根 拠 につ い て概 観 した 。 もっ と長 い 時 間 の 流 れ の 中

で 見 れ ば,文 化 経 済 学 は ア ダ ム ・.スミスに始 ま り,ラ スキ ン,モ リス へ と続 く

系譜 の 中 に位 置 づ け る こ とが で き る14}。ま た,現 代 文 化 経 済学 が 前 提 と して い

る,芸 術 ・文 化 の所 得 不足 や観 客 が 高所 得 ・高 学 歴 ・専 門 職 の 人 々 に 限 定 さ れ

る等 の特 徴 は,産 業 社 会以 降,生 活 と芸 術 の 乖 離 が 進 行 す る中 で生 じて きた こ

とで あ る'5}。モ リ スの.「生 活 の 芸術 化」 は,そ う した 歴 史 を踏 ま え なが ら,大

芸 術 と小 芸術(生 活 の 中 の 芸術)の 統 合 に よ っ て,芸 術 と乖 離 した 生 活 や労 働

の 中 に再 び芸 術 を取 り戻 す こ とで,生 活 や 労 働 を喜 び のあ る もの に 変 え よ う と

す る主 張 で あ るが,そ れ は 同 時 に産 業 社 会以 降 の 社 会 の 本 質 を 鋭 く突 く視 点 で

もあ る凶。 芸術 ・文 化 へ の公 的 支 援 につ い て 考 え る際 に も,こ う した歴 史的 背

14>文 化 経 済 学 会 会 長 の ス ロ ス ビー も前 掲 書"TheProductionandConsumptonoftheArts… ・A

ViewofCuhUralEconom}cs"2ペ ー・ジの 中で 同様 の 指 摘 を して い る。

15〕 後藤 和 子 「共 同財 と して の 農 村 舞 台 支援 シ ス テ ム の形 成 と展 開」 『経 済 論叢 』 第158巻 第4号,

を 参照 。

16)MQ面 、W.,"TheLesseeArt,.rTheDecor.1i照Ar1.s1　 LTheArtofThePeople"血 丁加 ノ
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景 を視 野 に 入 れ て お くこ とが 必 要 で あ る。何 故 な ら,正 の外 部 性 で あ る社 会 的

便 益 が 私 的 便益 と乖 離 して い る状 況 を,歴 史 的 存在 と して捉 え る こ と もで き る

か らで あ る 。 産 業社 会 以 前 の共 同体 に支 え ら.れた存 在 と して の芸 術 ・文 化 を共

同 財 と して捉 え る な らば,産 業 社 会 以 降,そ れ が私 的財 的側 面 と公 共 財 的側 面

に 乖 離 を す る過 程 で,社 会 的 評 価 を表 示 す る し くみ を喪 失 した,と 見 る こ と も

で き るm。 そ うな れ ば,芸 術 と労 働 や 生 活 の 一体 性 の 回復 の た め には,私 的財

的 評価 しか 表示 で き ない 市 場 の し くみ を何 らか の方 法 で 補 完 す る ことが 必 要 と

な る が,こ う した考 察 は現 代 経 済 学 が 対 象 とす る財 が 単 純 な私 的 財 で はな い場

合 が多 い た め,極 め て有 益 で あ る。

現 代 経 済 学 の 中で は,芸 術 ・文 化 へ の公 的支 援 の根 拠 は,3つ の 観 点 か ら論

じ られ て い る。 ユつ は,平 等 性 や 再分 配 の観 点 で あ り,2つ め は,芸 術 ・文 化

の持 つ 外 部 性,3つ め は,資 源 配分 の効 率 性 の観 点 か らで あ る。芸 術 ・文 化 の

享 受 に は,所 得 に よ る格 差 と地理 的格 差 が 存 在 す る。 これ は,国 レベ ル の公 的

支 援 の必 要 性 の 最 大 の根 拠 とな る だ ろ う。 地 域 の生 活 レベ ルで 考 え る場 合 に は,

.上 記 の3つg観 点 が.全て必 要 で あ る。 芸 術 ・文 化 の 享 受 にお け る格 差 は,所 得

に よ るぽ か りで な く,情 報 や 経 験 め不 足 に よ って も起 こ る。平 等 性 の観 点 か ら

い えば,こ ど もの ころか ら芸 術 に親 しむ 機 会 を提 供す る こ とが 必 要 で あ る。 ま

た,外 部性 に関 して は,オ プ シ ョ ン価値 や遺 産価 値,威 光 価 値,教 育 的 価 値 等

様 々 な もの が あ げ られ て い る。 地 域 レベ ルで い え ば,芸 術 ・文 化 が コ ミュニ

テ ィに 活気 を.与え,地 域 環 境 を良 くす る とい う外 部 性 に注 目す る必 要 が あ る。

ヘ イル ブ ラ ンが 指 摘 す る よ うに,芸 術 ・文化 の アメ ニ テ ィ と しての 価 値 で あ る。

実 際 人 々 が私 的財 と してだ けで な く,芸 術 ・文 化 の外 部 性.を評 価 して い る こ

とは,バ ー ゼ ル市(州)の 住 民投 票 に よ り明 らか で あ る。 つ ま り,人 々 は,自

分 に と って の便 益 と地 域社 会 や コ ミ.ユニ テ ィに とって の便 益 とい う2つ の側 面

＼CollectedWorksofWilliamMoms,1910-15,(梅 根悟 ・勝出守一監訳世界教育学選集63巻 内藤

史朗訳 『民衆のための芸術教 育」 明治図書,1971年)。

17}共 同財が産業社会への移行 に伴 って,公 共財 と私的財に乖離す るプUセ スについては,後 藤和

子,前 掲書 を参照。.
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か ら評価 を行 って い る こ と に な る。 この 場 合,私 的便 益 は チ ケ ッ トを買 う等 の

消 費 を 通 して 表示 で き るが,コ ミュ ニ テ ィ に と って の 便益 は市 場 を媒 介 に して

は 表 示 で きな い 。 人 々が 評 価 す る コ ミュニ テ ィに と って の便 益 は.市場 以 外 の 方

法 で 表 示 さ れ る必 要が あ る。 そ れ が,住 民投 票等 に よ る政 策 決 定 へ の参 加 の 意

味 で あ る 。 これ は,ボ ウ モ ル ・ボ ウエ ンが 明 らか に した観 客 の属 性 で あ る,高

所 得 ・高 学歴 ・専 門職 の限.界を超 え るた め の 論 点 と もな る。.人々 は私 的財 と し

て の 評価 を超 え て,社 会 的 評 価 を行 な う機 会が あ れ ば,先 の属 性 に拘 束 され な

い 評価 を行 い うる こ と は,バ ー ゼ ル市(州)の 住 民 投 票 で 示 され た 通 りで あ る。

通 常 の財 政 学 的観 点 か ら言 えば,再 分 配 は 国 の レベ ルで 行 うの が 通例 で あ り,

国 レベ ル の文 化 政 策 の役 割 が平 等 性 の実 現 に あ る こ と は言 うまで もな い。 しか

し,ど の 様 に平 等 性 に意 を 尽 く した と して も,あ る程 度 の潜 在 的観 客 の掘 り起

こ しは可 能 だ が,観 客 の.属性 を変 化 させ る こ とは,な か なか 困難 で あ ろ。 こ う

した 点 で,バ ー ゼ ル市(州)の 住 民投 票結 果 が,高 所 得 ・高学 歴 ・専 門職 と.い

う観 客Q属 性 とは異 な る結 果 を示 した こ とは,国 レベ ル の再 分 配 を補 う意 味 で

注 目 に値 す る 。 この様 に,外 部性 が 市場 以 外 の 方法 で,つ ま り,政 策 決 定 プ ロ

セ スへ の 参加 に よ って表 示 され る こ とは,消 費者 主 権 の も う一 つ の 側 面 で もあ

る。

効 率性 の観 点 か らい えば,費 用 逓 減 産業 で あ る芸 術 ・文 化 施 設 等 の 固 定 費 用

部分 は,潜 在 的利 用 者 で あ る住 民 の税 で賄 い,限 界 費 用 の部 分 をチ ケ ッ ト価 格

で賄 うのが 効 率 的 で あ る。 これ は,外 部 性 の部 分 を住 民 の合 意 に よる 税 で賄 い,

私 的財 と して の部 分 をチ ケ ッ ト価 格 で 賄 う とい う枠 組 み と も合 致 す る もの で あ

る。 ヴ ィク セ ル は財 政 学 の 中 で,所 得 の再 分 配 を行 った 上 で,利 益 原 則 に よ る

満場 一 致 に よ って 公 共 サ ー ビ スへ の支 出 と税 負 担 が 同 時 に決 定 さ れ る べ.きこ と

を主 張 した16}。また,ヴ ィ ク セ ル は,公 共 サ ー ビス は,利 用 ご と に個 人が 得 る

個 別 的効 用 と社 会 的効 用 を合 わ せ 持 つ こ とに 着 目 し,公 平 性 と効 率 性 を達 成 す

る方 法 を検 討 した。 公 共 交 通 等 の 料 金 につ い て は,使 用 ご との料 金 は限 界 費 用

18)Wickse巨,K.,⑫ 鷹,訳 書120-134ペ ー ジ 。
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部 分 に限 定 し,固 定 費 用 部 分 は税 で 充 当す べ き こ とを述 べ て い る19〕。 これ は,

公 共 サ ー ビス が 持 つ 公 共性 や 公 平 性 へ の着 目や,ヘ イ ル ブ ラ ンが 指 摘 す る費 用

逓 減 産 業 の 考 え 方 等,現 代 経 済学 の源 流 と して 位 置 づ け る こ とが で きる。 しか

し,ヴ ィク セ ル には,こ れ ら公 共 サ ー ビス の公 共 性 を正 の外 部性 と して捉 え る

視 点 は な く,従 って 社 会 的 評価 の視 点 もな い。 満 場 一 致 ルー ル も個 人 の私 的利

益 のみ か ら出発 して い る。 私 は,人 々 は私 的便 益 と共 に,コ ミュニ テ ィの便 益

(社会 的 便 益)を 評 価 す る とい う二 重 の評 価 の可 能性 を.前提 と した い。 この仮

定 の も とで は,政 策 決 定 へ の 参 加 と合 意形 成 は,社 会 的評 価 の表 示 とい う意 味

を持 つ 。外 部 性 を持 つ 財 を扱 う枠 組 み で は,こ の こ とが と りわ け重 要 で あ り,

分 権 化 の 意 味 もこ う した視 点 か ら問 い 直 され な けれ ば な ら ない だ ろ う牝 私 的

便 益 と社 会 的 便 益 の 二 重 の評 価 に は,国 レベ ル よ り生 活 圏 と して の コ ミュニ

テ ィの 方 が適 して い る ので あ るρ また,社 会 的 評価Q表 示 を踏 ま え た分 権 化 は,

多 元 的 評価 の 口∫能性 を含 む もので あ り,こ の よ うな 多元 的評 価 を含 む地 域 的評

価 の 交 流 の 中 で,社 会 的公 正 を実 現 しなが ら文 化 政 策 もよ り実効 性 の あ る もの

に な るだ ろ う。 単 な る消 費者 主 権 で は な く,分 権 化 を 踏 ま え た評 価 シ ス テ.ムが,

文 化 経 済 学 の新 た な評 価 シス テ ム と して提 起 され て い るの で あ る 。

次 に,分 権 型 財 政 シ ステ ムと文 化 支 援 政 策 の 展 開 ② で は,ヴ.イ クセ ル の祖 国

で もあ る ス ウ ェー デ ンの 文化 政策 に お け る分 権 化 につ い て,公 的 支援 の根 拠 論

と分 権 的評 価 シ ス テ ム とい う視角 か らそ の経 過 を検 討 して み た い 。

19)同 上書,196-213ペ ー ジ。

20)分 権化 を,中 央政府か ら地方や民 間への権限の委譲 とい う視点 だけで な く,住 民参加 とい う視

点で捉え る研 究 も多い.前 掲書 『地 方分梱 で も,神 戸の震災 とそこか らの復興 を取 り上げ,住

民参加の重要性 に言及 してい る.特 に,北 欧諸国における分権 化の分析 には,参 加 とい う枠組み

が必要である。


